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恐
醐

…叢

所
得

税

の
顛
…嫁

…

畑掬
逸
最
近
の
肚
會
學
論

…

掲
占

的
海
運

同
盟

に
…封
ず

ろ
政
策

・

政
治

現
象

の
本
質

:

鎌

宕
時
代

の
土
地
制
度

・

時

外
調

自
作
農

劃
定
事
業

の
意
義

と
敷
果

・

一説

苑

婚

姻
傘

に
就

い
て

・

名

目
派

の
貨
幣
論

と
貨
幣

の
本
質

・

客
観

的
鋳

貨
論

の
史
的
謹
撰

:

ヅ

錐
脳

録

勢
働
者
負
傷

の
原
因
調
査

・

照
慮

の
理
論

と
肚
會
及
経
済
統
計

フ
ィ
ジ
ー
島

の
原
始
共
産
制

・

.
注

學
博
士

■

.
夾

撃
博
士

.
法

學

士

・
法

學

士

.
文
學
博
士

.
経
済
學

士

.
脛
濟
學
士

.
脛

濟
學
士

■
法
學
博
士

,

.
纒
濟
畢
十

・
渋
墨
博
士

帥

戸

正

雄

米

田
庄

太

郎

小

島

昌

太
郎

恒
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恭

三

浦

周

行

注
學
博
士

河

田

嗣

郎
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難

醸

勢
働
者
習
傷
の
原
園
廟
査

課

勢
働
者
負
傷
の
原
因
調
査

河

田

嗣

郎

勢
働
者
が
業
務
を
行
ふ
に
就
き
負
寓
し
た
る
場
合
に

そ
の
負
傷
の
原
因
が
何
れ
に
存
す
る
か
を
貴
地

に
調
査

す
る
こ
ご
は
、
負
傷
㎝救
済
の
た
め
に
何
等
か
の
施
設
を

爲
す

に
就

い
て
は
、
甚
だ
重
要
の
こ
ε
た
る
を
失
は
な

い
。
現
時
の
融
曾
保
険
ご
し
て
の
勢
働
者
傷
害
保
険

に

在

っ
て
は
、
勢
働
者

の
負
傷
が
何
人
の
責
任
に
因
て
生

.

じ
た
る
か
、
特
に
は
そ
が
雇
主

の
實
に
蹄
す

べ
き
事
情

に
依
て
生
じ
た
る
か
將
又
負
傷

し
た
る
勢
働
者
其
人
の

責

に
締
す

べ
き
事
由

よ
り
生
じ
た
る
か
は
、
あ
ま
り
問

'
題
ε
は
せ
ら
れ
な

い
こ
・し
に
な

っ
て
し
ま
っ
た
け
れ
ご
、

も
、
然
し
現
在

に
於
て
も
全
然
そ
の
責
任
の
蹄
厨
を
無

親
し
負
傷
原
因
の
如
何
を
全
く
度
外

に
置
く
わ
け
で
は

な

い
。
た
ゴ
昔
日

に
在

っ
て
は
そ
の
責
任
問
題
を
主
ε

し
番
件
を
軍
純

に
法
律
問
題
ε
し
て
取
扱
ひ
、
雇
ま

の

第

十
入
巻

(第

三
號

一
四

〇
)

六
九
〇

責
任
に
締
す

べ
き
事
由
よ
b
生
じ
た
る
勢
働
者

の
負
傷

に
罰
し
て
は
、
雇
主
に
於
て
そ
の
損
害
賠
償

の
責

に
任

す

べ
し
円
し
た
る
も
の
が
、
近
時
大

い
に
璽
化

し
て
、

問
題
を
か
く
の
如
く
普
通
の
法
律
問
題

ご
し
て
取
扱
は

す
、
負
傷

ξ
い
ふ
事
触貰
よ
り
生
す
る
㎜労
働
}者
の
郷
}濟
上

の
事
實
的
困
難
を
救
済
す
る
π
め
に
、
保
隙
施
設
を
な

す
こ
ピ
に
な

っ
た
Q

け
れ
こ
も
現
時

に
於

て
も
右
の
攣
仕
の
た
め
に
負
傷

に
謁
す
る
責
任
蹄
瀦
の
問
題
が
、
全
く
無
覗
せ
ら
る
＼

わ
け
で
は
な
く
、
依
然

ε
し
て
或
程
度
ま
で
は
意
義
を

有

っ
て
居

る
の
で
あ
る
。
.そ
し
て
.此

の
負
傷

の
責
任
の

蹄
騰

の
問
題
が
敬

へ
ら

る
、
に
當

っ
て
は
、
必
ず
や
負

傷
の
原
因
如
何
を
見
き
は
め
る
こ
己
が
必
要
な
の
は
謂

ふ
迄
も
な
き
所
で
め
る
。

.

そ
れ
に

つ
け
て
今
秋
の
手
許
に
陸
軍
造
兵
廠
大
阪
工

廠
に
於
け
る
最
近
の
調
査
に

か

、

る
材
料
を
得

た
か

ら
、
我
国
に
於
け
る
勢
働
者
負
傷
原
因
の

一
斑
を
示
す

参
考
ま
で
に
、
藪

に
掲
げ
て
み
る
こ
ε
＼
し
た
。
調
査

は
大
正
十

一
年
十
月
よ
り
十
二
年
九
月
に
至
る

}
ク
年

間
に
就

い
て
の
も
の
で
あ

っ
て
、
同
工
廠
内

に
於
け
る

一



沓
師
類

の
勢
働
者
別
に
よ
り
負
傷
の
原
因
を
数
個
の
項

目
に
別

っ
て
調

べ
陀
も
の
で
あ
る
。
先
づ
そ
の
匠
別
に

よ
り
負
傷
實
敷
を
示
せ
ば
左
表

の
逼
り
で
あ
る
。

一
.

名

,/

一

　1驚鮮

落 音 協 止 の
す の阪 の

讐 の継 不

野世話 集。
も 不 十

計 他 の 夫 夫 備 分 金

工械機
一

一
七一

四
〇
六三

三
穴≡

晃

五

秦 琶 奇 四 重_=一

三_七_;ξ 四_._.

融 晶 漏1充Il一

二.[二鵬金

工 木

]二藥 火

工草皮_o

蓑 謎 嵌_㎝ 酢 塾

量 δ 四_δ 二 五 翫
工禦建
工 水

ユニ學 化一t

工氣
一西一　i

九

甚

工役力窩一
口訊瓦

=
「㎜

務 事

他 其

1 弛
九

一五.四
七 九 一・ ま配 二

合

計
　}・蘂臨

右
表
に
就

い
て
見
.れ
ば
、
者
部
類
の
職
を
通
じ
負
傷

勢
.働
者
自
己

の
過
失
に
よ
る
場
合
が
特
別
に
多
一
.
次

は
産
業

一
般

の
危
険
性
に
因
る
場
合
換
言
す
れ
ば
今
日

の
技
術
の
實
欺
を
以
て
し
て
は
避
く

べ
か
ら
す
ご
思
は

る
、
も

の
で
産
業

一
般
の
實
然
よ
b
見
た
る
當
然

の
犠

牲
ε
致

へ
ら

る
べ
き
所
の
も
の
こ
れ
で
あ
る
。
次
に
職

の
種
別
よ
り

い
へ
ば
機
械

工
に
於
て
負
傷
件
数
最
も
多

雑
.
緑

野
働
者
負
傷
の
原
因
開
査

一
く
金

旙

工
ご
熱
作

業
工

ご
之
れ

に
亜
ぐ

。

こ
れ
は

一
見

し

て
も

わ
か
る
逼

り
そ

の
作
業

の
性
質

が
危

険
性

に
富

一.

む

で
居

る
か
ら

の
こ
ご
π

る
に
外
な
ら

ぬ
。

比
較
を

し

て
更

に
明
瞭

な
ら

し
む

る
だ

め
に
、
各
醜

識

別
ε
其

の
挙

均

ε
に
就

い
て
、
負
傷

の
生

じ
だ

る
場

合

の
杢
禮
中
如

何

な

る
原

因
よ
り
負
傷

の
生
じ
た

る
か

を
.歩
合

に
依

て
示

せ
ば
、
左
表

の
通

b
で
あ

る
。

第
十
八
巻

(第
三
號

「
四

;

六
九

一



薙
.
錬

工

員
.譜

因

。
.

機

械

の

不

完

全

危
険
防
止
の
設
備

不
十

分作
業
實
施
に
關
す

る
規

建
の
不
備

費

傷

者

の

過

失

楢

人

の

過

失

産
業

一
般
の
危
険
悌
に

因
る
も
の

其

他

合

計
拶
働
者
負
傷
の
原
因
調
査

機
械
工

金

鵬
工

木

工

〇
ニ

七一

…・
(
六

?

一匕

交

三

四

皿一上
(

三

・
.七

五
・
「=

δ
?

8

口
三
内

訂丁
重

…τ
命

亭
一
三

ロ
・慧

一二
ゐ
口

話

・(
(

五
丁
峯

丁

星

菖
。二
三

=
ハ・囲
み

「三
・遷

妬
必
三

謹丁
「至

一〇
〇
占
0

6
0
凸
O

第
十

八
巻

(第

三
號

旧
『
四

一
…)

火
薬
工
皮
韮

琳
集

餐

王
化
竿

黒

工
力
役
工

㎜
二
心

莞

・石

金

・
一茜

o
oノ 、 ノ㌧

o吼 蕊
0.耳=

全

三

八
・蓋

一8

・
8

o

超

杢

・
内
六

九
人

㎜

ラ
下
聞
二

三
・
三

お

0
・
O
O

此
表
に
依
て
観

れ
ば
各
種
識
別
に
よ
る
負
傷
件
敷
を

合
計
せ
る
数
字
に
於
て
質
傷
者

の
過
失
に
依

る
場
合
は

全
膿

の
場
合
中
の

六
八
・五
九
%

に
及
む
で
居
り
、
産

業

一
般

の
危
険
性

に
基
く
も
の
は

一
七

・七
五
%

で
あ

る
。
他

の
原
因
に
基
く
も
の
は
何
れ
も
僅
か
な
歩
合
を

示
す
に
渦
ぎ
す
、
試

に
機
械
の
不
完
備
ε
危
険
防
止
設

備
の
不
十
分
ε
作
業
質
地
に
關
す
る
規
定
の
不
備
嘘
の

三

つ
の
場
合
を
合
計
し
て
、
.之
を
企
業
騰
側
の
責
任
に

締
す

る
も
の
ざ
し
て
み
る
も
、
そ
は
合
計
僅

か
に
三
.⊥
ハ

コ
%
に
過
ぎ
な

い
。
そ
し
て
事
務
ε
い
ふ
識
別
の
如
き

八
・壱

西

三
九

争

二

天

・葦
二
λ
六

=

・四三

犬

・暑

1

A
八
・
全

=

・
コ

五
人
八

」.」

!、
!、

ノ㌧
乱 二

A.巴
八7讐

δ
0
・0
0

δ
O
・8

6
?

8

全

・聖

八
ゐ
　

四
・
四
六

一τ
穴

一〇
〇
。
8

六
九
二

事
務

其
他

.

、一

一〇
?
8

一〇
?

8

廿
E
・
六
八

く
・薯

一・
頻

一亨

莞

一8

・
8

合
計
鰻
の

歩
合

ロ
.
六
八
一

こ

茎

?
　
　
、炎

・亮
四
二
力

一f
要

撃

八六

一8

・0
0

.

に
在

っ
て
は
負
傷
は
全
部
負
傷
者
自
身
の
過
失
に
基
き

化
學
工
及
皮
革
工
に
於
て
も
負
傷
は
そ
の
主
因
が
負
傷

者
自
身
の
過
失

ε
産
業

一
般
の
危
険
性

に
基

い

て
居

る
。
そ
こ
で
此
の
事
務
を
化
學
工
ε
皮
革
工
ξ
を
除

い

て
、
前
例
通
り
各
識
別
合
計
に

つ
い
て
そ
の
原
因
に
よ

る
歩
.合
別
を
造

っ
て
見
れ
ば
、

負
傷
者
の
過
失
山
八
八
・

一
九
産
業

一
般
の
危
険
性

一
八
。
9

二
他
人
の
過
失
・四
・

一
九
危
険
防
止
設
備
の
不
十
分

二
・三
五

機
械
の
不
完

杢
0
ー
八
九
作
業
實
施

に
關
す
る
規
定
の
不
備

○
・
六
四

(此

の
三
者
合
計
三
⊥
八
八
)
其
他

(雑
多

の
原
因
}五
.
九

℃



F

へ
ε
い
ふ
順
序
の
歩
合

に
な
る
の
で
あ
る
。

衙
は
原
因
歩
合
を
正
確
な
ら
し
む
る
だ
め
に
各
頭
目

の
原
因
悉

く
に
渉

っ
て
負
傷

の
生
じ
て
居

る
部
類

の
職

だ
け
を
取

っ
て
そ
の
表
を
遙

っ
て
み

れ
ば
左
表

の
通
り

の
結
果

ε
な
る
。

訓
磐

〆

機

械

の

不

塵兀
全

危

陀
防
止
の
設
備
不

十
分

作
業
貴
地
に
聞
す
ろ

規
定
の
不
催

翼

傷

者

の
、
過

失

他

人

の

過

失

産
業

[
般

の
危
険
牲

に
よ

み
も

の

其

他

合
.

計

機
械
工

金
囑
工

木

n

建
築

工

一
一

ホ

ユ

O
・
一
匕

O
・
「「六

　丁
二
.一

】丁
(
六

一一
λ
四

予

量

早

老

O
心

七

三

・
湘
〇

六
ぐ

二
闘

ぎ

・
八
(

凱
∵

室

扁∵
一
八

∵
皇

子

堂

一=

・
諮

一
…ハ
西

湘

一三
意

七

五
二
=

層
・
曹
…

盟τ
昌
.
.
嵩

さ

ロ
・
O
O

一
〇
?

O
O

己

㌣

O
O

八
・無

因

三
力

五
・
三

一丁
合

=

・四
三

栄

・諺

召
?
8

0詞 」0

ブ」 二 王=プ
ド ロ ヘコ

魅 整 箋、冨

歩合
計

合の

即
ち
そ
の
合
計
鍬
の
形
合
に
於
て
は
前
の
場
合

ご
殆

ん
ご
大
差
な
く
鎖
傷
盾
の
渦
失

⊥
八
七
・
三
九

産
業

一
般

の
危
険
性

一
九

。
…
五
絶
入

の
過
失

∵

八
二
危
険
防
止

の
設
備
不
十
易
三
・二
四
作
業
規
則
不
備
○
・九
六
機
械

の
不
備
○
・五
七
.〔此
三
者
云
μ
計
四
。
七
七
)
其
他
⊥
ハ
・
八

難

踪

聲
働
者
負
傷
の
原
因
調
査
・

七
%

で
あ

る
。

し

て
見
れ
ば

っ
ま

り
負
傷

者
臨
象

の
過
失

に
基
く
場

合

が
他

の
場
合

の
比
較

に
な
ら

漁
ほ
、ご
多

く

(
約
⊥
八
割

七

八
分
)
産
業

一
般

の
危
険

性

に
よ
る
場

合
も

か
な
り

多

く

(
一
割
八
九

分
)傭
皿
の
諸
場
A
口は
頗

る
少

い
割
合

に

な

っ
て
居

る
の
で
あ
る
。

右
は
大
阪

工
廠

の
み

に
於

け
る
歌
態

で
、
か

、
る
歌

態
は
岡

工
廠

に
於
け

る
作
業

の
性

贋
上
よ
り
生

じ
た

る

も

の
で
め

る
か
ら
、
之
を

以

て
各
国

の
工
業

一
般

を
推

す
わ

け
に
は
固

よ
り
参
ら

ぬ
が
、
π

皮
そ

の

一
斑
を
窺

ふ
に
は
足

り
る
で
あ
ら

う
。
然

る
に
我

国

の
工
業
又

は
.

工
鑛
業

[
般

に
捗

る
斯

く

の
如

き
調
査

は
ま

だ
出
來

て

、
居
ら

澱
か
ら

、
之
を
知

る
由
も
な

い
。

参

考

の
た
め
に
外

囲

に
於

け
る
調
査

に

つ
い
て
見
れ

ば
、

米
国

ミ
ネ

ソ
タ
州

の
調
査

に
表

は

れ

π

駈

で
は

四
、
○
入
四
件

の

負
傷

中
僅

々
四
件

の
み
が
雇
主

の
責

任
に
露
す

べ
き
も
の
ε
せ
ら
れ

二
九

一
七
件

即
.ち
七

丁

五
%

は
産

業

一
般

の
危

険
性

に
基

き
残
り

の

一
.
一

一六
三

僻
が
勢
働
者
の
過
誤
怠
嘗

蹄
因
す

孟
せ
ら

れ

醍

。
然
る
に
難

に
於
け
る
調
査
の
藁

は
嚢

の
姉

弟
+
入
磐

戸第
三
號

一
四
三
)

六
九
三



'

雑

録

照
鷹

の
理
論

ε
就
會
及
縄
濟
統
語

き

も

の
こ

し
て
示

さ
れ

て
居

る
。
(
数
字

は
総

て
の
負
傷

.

件
数

の
百

分
比

で
あ
る
)

扁
虫
の
過
失

置
場
労
働
者
の
過
失

両
者
の
共
同
遜
失

地
の
勢
働
者
の
過
失

産
業
一
般
の
危
険
性

其

他

一
八

八
七
午

一…0
・纏

美

・蕪
四
・さ

予

閥
〇

四
四
・幾

[
八

九
七
年

忘

・"δ

晃

・茜

四
人
三

亨

壬

四
丁
罧

一
三
七

一
九

Q
七
年

三
・
臭

四
=
.
訳

?

空

乱
先
四

二
∴
(

此
表
を
見
れ
ば
最
も
多

い
原
因
は
負
傷
勢
働
者
自
己

の
過
失
.で
全
長

「傷
場
合
中
の
五
分
こ
彊

に
嘗

っ
て
居

る
。
然
る
に
産
業

一
般

の
危
険
性
に
因
る
場
合
も
殆
ん

こ
こ
れ
ε
相
選
ば
ざ
る
ほ
ざ
多

い
、
次
に
雇
主
の
過
失

は
凡
そ
八
分

一
ほ
こ
に
當

っ
て
居
り
、
約
六
%
が
他
の

　

勢
働
者
の
過
失
に
帰
因
し
て
居
る
。
こ
の
調
査
は
何
種

の
工
業
に
つ
い
て
こ
の
位
の
範
圃
に
渉

っ
て
行
.は
れ
た

の
か
明
か
で
な

い
が
、
ご
に
か
く
拙則
に
飛
げ
だ
大
阪
工

廠
の
.そ
れ
に
比
し
負
傷
勢
働
者
の
渦
失
の
場
合
が
大

い
.

起
少
く
、
雇
主
の
過
失
の
場
合
は
却

っ
て
多
く
、
特
に

産
業

一
般

の
危
険
性

に
基
く
場
合
の
著
し
く
多
き
を
注

意
せ
ね
ば
な
ら

孤
。
併
し
か

、
る
比
較
上
の
相
違
は
調

第
十
入
谷

(第

三
號

一
四
四
}

六
九
四

査
の
行
は
る
、
産
業
の
種
類

に
よ
り
て
生
ぜ
ざ
る
を
得

ざ
る
ε
同
特
に

(鑛
業
や
建
築
業
の
如
き
に
於
て
は
産

業

一
般
の
危
陰
性
に
基
く
負
傷
の
場
合
甚
だ
多

か
る
べ

き
で
あ
る
)
文
勢
働
者

の
款
…練
知
d能
等

の
相
違

に
依

っ

.
て
も
衰
は
れ
て
來
ら
ぎ
る
を
得
な

い
の
で
あ
る
。

私
は
我
国
の
工
鑛
業

一
般

に
渉

っ
て
斯
か
る
負
傷
原

因
調
査
の
綿
密
に
行
は
れ
ん

こ
ε
を
希
望
せ
ざ

る
を
得

な
い
。
そ
の
調
査
が
十

労
に
行
は
れ
な
く
て
は
勢
働
.保

険
の
如
き
事
業
は
完
備
せ
る
施
設
ε
し
て
行
は
れ
得

べ

き
機
曾
を
見
出
し
得
蹟
で
あ
ら
う
。
(完

一
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